
 

 

  

 

関東管区行政評価局では、埼玉行政相談委員

協議会と共催で、入間市内では初めて、国の行

政機関、地方公共団体、弁護士会・税理士会な

ど 1４機関により、 
 

を開設します。 「入間一日合同行政相談所」

登記や税金、年金・保険、道路、雇用・労

働など行政に対する苦情、要望のほか、 

相続・遺言、相隣関係等、 

様々なご相談を「ワンストップ」でお受けします。 

相談は無料、秘密は厳守します。 

 

 

 

 

 
 

○場所：入間市役所 5 階５０１会議室 
（西武池袋線入間市駅南口から徒歩１０分） 

  ※ 予約は不要 ですが、受付は先着順ですので、受付後にお待ちいただく場合や、受

付を早めに締め切らせていただく場合があります。 

 

 
本件照会先：行政相談課 奥山、佐藤 

TEL：048-600-2311、FAX：048-600-2335 

電子メール：knt31@soumu.go.jp 

昨年度（所沢市開催）の相談所 

６/23(火) 
開 催 

（受  付） 

９時 45 分から 
15 時 30 分まで            

（相談対応） 

10 時から 16 時まで 

 

平成 27 年５月 26 日 
関東管区行政評価局 
（局長：渕上 茂） 

※｢行政相談｣とは、総務省が行政に関する苦情や意見・要
望などを受け付け、国民(相談者)と関係行政機関の間に立
ち、あっせん等を行い、その解決を促進するものです。 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ さいたま地方法務局 ○ 入間市民生委員・児童委員協議会 

○ 埼玉労働局 ○ 入間市社会福祉協議会 

○ 関東地方整備局 ○ 埼玉弁護士会 

○ 日本年金機構所沢年金事務所 ○ 埼玉司法書士会 

○ 埼玉県 ○ 関東信越税理士会埼玉県支部連合会 

○ 入間市 ○ 埼玉行政相談委員協議会 

○ 埼玉県人権擁護委員連合会 ○ 関東管区行政評価局 
 

どんな内容の相談 

を受けてくれるの？ 

 
・道路に穴があるので補修してほしい 

・この道路工事はいつまで続くの？ 

・道路の段差をなくしてほしい     

など 

 
・土地、建物の名義を変更するには？ 

・権利証を紛失した場合､どうすればいいの? 

・遺言書の作成方法は？     

など 

 
・契約書の作成方法は？ 

・土地の境界争いの解決方法は？ 

・遺産相続の話し合いが進まない   

など 

道路 

登記・遺言 

法律 

 
・国民年金、厚生年金の受給手続は？ 

・生活保護について 

・障害者手帳の交付を受けるには？  
など 

保険・年金・社会福祉 

 
・雇用主が賃金を払ってくれない 

・休業補償や傷病手当金について 

・雇用保険（失業手当）について   

など 

労働 

 
・土地、建物を売買した時の税金は？ 

・相続した時の税金はいくらになるか？ 

・生前贈与にかかる税金は？      

など 

 

税金 

 
・学校で子どもがいじめられている 

・高齢の両親の今後が心配 

・パートナーのＤＶについて     など 

子ども・生活  
・どこで手続すればいいの？ 

・窓口職員の説明がよく分からなかった 

                  など 

その他 

 

参加機関は？ 



「行政相談」とは？ 

 

総務省の行政相談は、国の行政についての苦情、意見・要望などをお聴きし、相談者と関

係行政機関との間に立って、必要なあっせんを行い、苦情などの解決や要望などの実現を促

進するとともに、国民の皆さまの声を行政の制度及び運営の改善にいかしています。 

 

○ 「どのような業務が対象なの？」 

 

行政相談の対象範囲は、以下のとおり、国の行政全般にわたっています。 

① 国の行政機関が実施する業務  ⇒例：国道、年金、登記など 

② 独立行政法人、特殊法人などの業務 ⇒例：電話、高速道路など 

③ 法定受託事務（法令により地方公共団体（都道府県、市町村)が実施するとされ

ている国の業務） 

⇒例：戸籍、パスポート発行など 

④ 国の委任または補助を受けて行われている業務  

 

したがって、「行政について苦情がある」、「こうしてほしい」、「行政機関の説明や対応に

納得できない」、「どこに相談したらよいかわからない」などということがあれば、行政相

談を御利用ください（相談は無料です、秘密は厳守します）。 

 

○ 「どこで聞いてくれるの？」 

 

① 管区行政評価局・行政評価事務所 

総務省は、各都道府県庁所在地に、管区行政評価局・行政評価事務所を設置し、行政

相談を受け付けています。埼玉県内には、「関東管区行政評価局」が設置されています。 

○総務省 関東管区行政評価局（首席行政相談官室） 

〒330-9717 さいたま市中央区新都心１－１さいたま新都心合同庁舎１号館 19階 

電話： 0 5 7
おこまりなら

0
まる

- 0
まる

9 0
くじょー

1 1 0
ひゃくとおばん

（全国共通番号） 

ＦＡＸ：048-600-2336 

インターネット（相談受付専用):「行政相談受付」で検索 

http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/hyouka/soudan.html 

○さいたま総合行政相談所（JR武蔵浦和駅南ビル「マーレ」２階） 

○東京総合行政相談所（西武池袋本店７階） 

 

② 行政相談委員 

全国の市町村には、総務大臣から委嘱された「行政相談委員」（全国で約 5,000人、埼

玉県内には 184 人)が配置され、国民の皆さまの身近な相談相手として活躍しています。 

行政相談委員が開設している相談所については、関東管区行政評価局やお近くの市役

所・町村役場までお尋ねください。 

 

＜参考１＞ 



 

１ 主な行政相談事例 
  

○ 通学路における子どもの安全を確保してほしい。 
 

（相談要旨） 

 

 

 

 

 

 

（調査結果） 

 

 

 

 

 

 

 

（改善状況） 

 

  

 

 

 消えかかっていた路面表示 

                                

                          

 行政相談委員が地元の小学校において出前教室を開催したところ、「通学路におい

て、道路上の『学童注意』を示す表示が消えてしまっており、大型車も通る道なの

で大変危険である。」との通学路における子どもの安全確保についての要望が出され

た。 

 

 

 委員が早速現地確認を行ったところ、道路上の表示については、相談の「学童注

意」ほとんど読み取れないほど消えてしまっているほか、減速マークの表示も消え

かかっていることが確認された。また、近隣に工場が多いためか、トラックなどの

大型車がよく見受けられた。そこで委員は現場の写真を撮り、それぞれの事案につ

いて市の担当課に連絡した。 

委員の活躍の結果、道路上の表示については、明確に表示がなされた（下の画像

参照）。 

 

 

改善前 改善後 
（減速マークも明確になった） 

＜参考２＞ 



                       

○ 身体障害者用改造車の補助金について、市の説明どおりに改造車の購入後に申

請したところ、所得額が基準を超えているとして、受けられなかった。他市町村

のように、改造車の購入前に補助金の交付決定までするようにしてほしい。  
 

（相談要旨） 

 

 

 

 

 

 

 

 

（調査結果） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（改善状況） 

 

 

 

           

身体障害者自動車改造費補助金を申請するため、Ａ市役所の福祉担当窓口に相談し

たところ、「改造車を購入後に申請してください。」との説明を受けた。説明に従い車

を購入後に申請したところ、所得額が基準を超えているとして補助金を受けられなか

った。以前住んでいた市町村のように、改造車の購入前に補助金の申請、交付決定ま

でするようにしてほしい。 

１ 身体障害者自動車改造費補助金（以下「補助金」という）は、厚生労働省の

地域生活支援事業のメニューの一つであり、国からの補助（補助率：1/2）を

受け、市町村がそれぞれ独自に定めた要綱に基づき交付している。また、埼玉

県内の市町村は全て同補助金事業を実施している。 

２ Ａ市に照会したところ、「Ａ市身体障害者自動車改造費補助金交付要綱」では、

補助金の申請受付が改造車の購入前なのか購入後なのかを明示していないが、

申請書の添付書類に自動車車検証の写しがあることから、運用上、改造車の購

入後に申請するよう市民に求めているとの説明があった。 

また、所得額については、同要綱において、世帯所得として特別障害者手当

の所得制限限度額を超えない金額と定めている。 

３ 周辺市町村の身体障害者自動車改造費補助金の交付に係る要綱等をみると、

補助金の申請受付の時期については、全て「改造車の購入前」としている。さ

らにこれら市町村の中には、ホームページ上で「申請前に購入された場合は補

助金を支給できません。」とまで掲載しているものもみられた。 

 

 

当局の調査結果に基づき、現在Ａ市が行っている「改造車の購入後の手続」では

本件相談のような不合理が生じることから、「改造車の購入前の手続」に改めるよう

検討を依頼したところ、同市は、補助金の手続の運用を改め、改造車の購入前に申

請を受け付けて交付の決定まで行うように改善した。なお、申請書の添付書類の「自

動車車検証の写し」については、購入後に提出させるようにした。 

 

 



２ 一日合同行政相談所の開設状況 

 

管区行政評価局、行政相談委員のほか、法務局、労働局など国の行政機関等、地方

公共団体、弁護士、司法書士、税理士などの専門家が一堂に集まり、ワンストップで相

談を受け付ける「一日合同行政相談所」を開設しております。 

  

一日合同行政相談所の開設状況 

場 所 開 催 日 場  所 件 数 

所沢 平成 26年６月 27日 所沢市役所 ２１１件 

久喜 平成 26年 10 月７日 久喜総合文化会館 １４９件 

さいたま 平成 26年 10月 16日 浦和コルソ ２９１件 

熊谷 平成 26年１０月 29 日 熊谷文化創造館 １０８件 

 

  

所沢一日合同行政相談所        久喜一日合同行政相談所 

 

   

さいたま一日合同行政相談所       熊谷一日合同行政相談所 

 

平成 2７年度は、入間市のほか、１０月７日（水）に三郷市、

10 月 1５日（木）にさいたま市、10 月 29 日（木）に深谷市

で開設します。 



 
 
 
 
 
 

 

 

６月 23 日（火）10 時～16 時 
（受付は９時４５分～１５時３０分） 

 

入間市役所 ５階 ５０１会議室 
 

◎お問い合わせ先：関東管区行政評価局（048-600－2311）、入間市役所市民相談室（2964-1111（代）） 

◎相談受付：行政苦情 110 番（0570－090110） 

この他、暮らしの中でのお困りごとや分からないことがある方は、お気軽にご相談ください！ 



国の行政機関、地方公共団体、弁護士、司法書士、税理士などが参加し、登記、労働、雇用、道路

など行政に関するお悩みや、また相続、遺言など様々な法律問題についてもご相談をお受けします。 

※予約は不要ですが、相談受付は先着順です。相談件数が多い機関等については、受付を早めに締め

切らせていただく場合もあります。           
 

（注）ご相談に応じられない内容（捜査に着手しているもの、裁判や不服申立をしたもの等）がありますのでご注

意ください。 

✿主催：総務省 関東管区行政評価局   ✿協力：入間市、埼玉行政相談委員協議会 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

各市町村において、総務大臣の委嘱を受けた行政相談委員が、皆さまから行政に関

する苦情や意見・要望を、難しい手続なしで受け付け、総務省関東管区行政評価局と連

携して、公正・中立の立場で、その解決や実現を促進しています。 

入間市では、２名の行政相談委員が、皆さまのご相談を受け付けています。 

以下の場所で相談所を開設していますので、お気軽にご利用ください。 

         【入間市担当の行政相談委員】 

      森本文江さん  橋本太郎さん 
日時 場所 

毎月第１月曜日 １０時～1５時 
（6 月･10 月は除く。祝日の場合は翌週） 

入間市役所１階市民相談室 

6 月 23 日（火） 入間一日合同行政相談所 

10 月 22 日(木) １０時～１５時 入間市役所 1 階市民ギャラリー

 

●さいたま地方法務局 ●埼玉労働局 ●関東地方整備局 ●日本年金機構所沢年金事務所 ●埼玉県  

●入間市●埼玉県人権擁護委員連合会 ●入間市民生委員・児童委員協議会 ●入間市社会福祉協議会 

●埼玉弁護士会 ●埼玉司法書士会 ●関東信越税理士会埼玉県支部連合会 ●埼玉行政相談委員協議会

●関東管区行政評価局 

参加行政機関等 

一日合同行政相談では・・・ 

行政相談委員の相談所をご利用ください ✿ ✿ ✿ ✿ ✿

行政相談についてもっと知りたい方は、 

インターネットで検索！ 

行政相談受付 検索 
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